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■路上喫煙規制区域（案）
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【北広島駅周辺】

⑧エルフィン通

⑨メイプル通線の内、中央6丁目200番地先（駅東口5出入口まで）

⑩駅東口通線

⑪駅前1番通線の内、栄町1丁目53番1地先から栄町1丁目55番5地先まで

（駅西口2出入口から駅西口自転車駐車場まで）

⑫北広島幹線緑道の内、栄町1丁目53番1から栄町2丁目52番まで

（駅西口2出入口から栄陸橋まで（階段含む））

⑬駅前1番通支線

⑭駅前5番通線

【北海道ボールパーク周辺】

①セントラルアベニュー（ボールパーク１号線）

②ユース通り（ボールパーク２号線）

③ボールパーク１号緑道

④道道札幌恵庭自転車道と

西裏線を接続する２号架道橋下道路

⑤アンビシャス通り（西裏線）

【ボールパークから北広島駅まで】

⑥道道札幌恵庭自転車道の内、共栄町3丁目21番地先から

中央5丁目201番地先まで

⑦ボールパーク通り（北進通線）及び北進通線の内、

美沢3丁目1番1地先から栄町1丁目53番1地先（栄陸橋）まで
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北広島市特定の場所における路上喫煙の制限に関する条例 

 

(目的) 

第1条 この条例は、市民等、事業者及び市の相互協力の下に、特定の場所における路

上喫煙を制限することにより、市民等の身体及び財産の安全を確保し、清潔かつ安

全で快適な生活環境の確保に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 路上喫煙 道路等において、たばこ(たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第

2 条第 3 号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの

及び同法第 38 条第 2項に規定する製造たばこ代用品をいう。以下同じ。)を燃焼

させ、又は加熱することにより煙を発生させる行為及び火のついたたばこを持つ

行為(道路交通法(昭和 35年法律第 105号)第 2条第 1項第 9号に規定する自動車

の車内においてこれらの行為を行うことを除く。)をいう。 

 (2) 道路等 市内の道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所(屋内及びこ 

れに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。 

 (3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 

(市の責務) 

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施しなければならな

い。 

2 市は、市民等及び事業者がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組を

支援するよう努めなければならない。 

(市民等及び事業者の責務) 

第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に

協力するよう努めるものとする。 

(路上喫煙規制区域の指定等) 

第5条 市長は、市民等の身体及び財産を保全するため、路上喫煙を制限する必要が

あると認める区域を、路上喫煙規制区域として指定することができる。 

2 市長は、前項の規定により路上喫煙規制区域を指定したときは、その旨を告示す

るとともに、当該区域内の見やすい場所に、標識を設置し、又は標示をしなければ

ならない。 

3 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙規制区域を変更し、又はその指定を

解除することができる。 

4 市長は、前項の規定により路上喫煙規制区域を変更し、又はその指定を解除した

ときは、その旨を告示しなければならない。 

5 市長は、第1項又は第3項の規定により路上喫煙規制区域を指定し、変更し、又は解

除するときは、あらかじめ市民等及び事業者の意見を聴かなければならない。 

6 第2項及び第4項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 
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(1) 路上喫煙規制区域として指定し、変更し、又は解除する区域の範囲 

(2) 路上喫煙規制区域として指定し、変更し、又は解除する期日 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(路上喫煙の制限) 

第6条 何人も、路上喫煙規制区域内において、路上喫煙をしてはならない。 

(指導) 

第7条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、その行為を中止するよう指導

することができる。 

(委任) 

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

(準備行為)  

2 路上喫煙規制区域の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても

行うことができる。  
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